大計工第　１０号
令和７年１２月１５日
会員各位
大阪府計量器工業会
会長　青井　和夫
令和８年度計量器製造（修理）事業従事功労者表彰候補者の推薦について（依頼）
平素は、当会の運営に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当会では、例年通常総会の終了後に、標記表彰式が行われます。
つきましては、別紙表彰要項に基づき、功績のあった従業員の方を表彰候補者として、ご
推薦いただきますようお願いします。
記
１　　提出書類　　　　計量器製造（修理）事業従事功労者表彰推薦書　
２　　推薦締切　　　　令和８年２月２７日（金）
３　　表彰式　　　　令和８年５月１１日（月）
４　　表彰協賛金　　　　被表彰者１名につき　 １０，０００円（消費税不課税）
記念品、表彰祝賀会費用として被表彰者の事業所にて、ご負担を
お願いします。
５　　被表彰者へのご案内　　　　令和８年４月７日（火）発送予定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
計量器製造（修理）事業従事功労者表彰要項
１　目的　
計量器製造（修理）事業場に勤務するもののうち、特に功労のあったものを表彰することにより、その勤労意欲を高揚し、企業合理化の推進をはかり、業界の向上発展に寄与することを目的とする。

２　表彰の方法　
表彰は大阪府計量器工業会会長が表彰状ならびに副賞を授与して行う。

３　被表彰者の選定　
当会会員の事業場に勤務する従業員であって、次に揚げる各号のいずれかに該当し事業主から推薦のあったもの。

（１）同一事業場に従業員として５年以上勤務し、その成績優秀なもの。
（２）計量器の普及発展に特に功績顕著なもの。

（３）その他技術の改善、行程の合理化等、企業の生産性向上に功労のあったもの。
４　推薦の方法

前項各号のいずれかに該当するものがあるときは、事業主は別紙様式1により推薦書を、大阪府計量器工業会会長宛に提出するものとする。

但し、推薦に当たっては、１事業所当たり３名以内とする。
５　費用
表彰状、副賞等被表彰者に係る費用は、被表彰者所属事業所の負担とする。

附　　則　

· この要項は昭和４７年４月１日から施行する。

· 要項４を平成７年４月１日に改正（１事業所当たり２名以内を３名以内）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
様式　１
計量器製造（修理）事業従事功労者表彰推薦書

　　　年　　　月　　　日

大阪府計量器工業会　会長　様
（推薦者）

事業所名

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

所在地 


下記の者を計量器（　　　　　　）事業従事功労者として表彰されるよう推薦いたします。

１　被推薦者

現住所 

EQ \* jc3 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\al(\s\up 9(ふり),氏)　EQ \* jc4 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ar(\s\up 9(がな),名)　

生年月日　　　　　　　年　　　月　　　日
　

採用年月日　　　　　　　年　　　月　　　日
従事年数　　　　　　　年

業種 

２　推薦理由（計量器の普及発展、企業の生産性向上等推奨する業績などを具体的に記述のこと）
担当　　事務局　中村


電話　　０７２－８７４－９１１５


ＦＡＸ　　０７２－８７４－９１５７


E-mail　　jigyo1@osaka-keiryo.jp
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